
当事業所の通所・訪問リハビリ開始までの流れ

通所・訪問リハビリの希望

・ケアマネジャーに相談
・本人または家族がかかりつけ医へ、「診療情報提供書」を依頼

当事業所医師のリハビリ診察

通所・訪問リハビリの指示

サービス担当者会議

通所・訪問リハビリ開始

ご本人・家族の希望または

ケアマネジャーからの提案

来所できる方は当事業所で、

困難な方は往診に伺います。

通所 訪問

開始後、訪問リハビリは、３カ月
に一回リハビリ診察

・利用申し込み（見学）
・当事業所医師の面接「診療情報提供書」持参
（土日祝・月曜日除く）

※ 「診療情報提供書」は、当事業所で準備しています。


